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監査意見 

当監査法人は、日本中央競馬会の令和５年１月１日から令和５年12月31日までの令和５事業年度

の財務諸表、すなわち、一般勘定及び特別振興資金勘定に係る財産目録、貸借対照表、損益計算書、

資本等変動計算書及び注記表並びにその附属明細書（以下、「財務諸表等」という。）について監査

を行った。 

当監査法人は、上記の財務諸表等が、全ての重要な点において、日本中央競馬会法、日本中央競

馬会法施行令、日本中央競馬会法施行規則、日本中央競馬会定款及び日本中央競馬会の会計に関す
る規約並びに我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して作成されて

いるものと認める。 

監査意見の根拠 

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。

監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表等の監査における監査人の責任」に記載され

ている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、法人から独立しており、
また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎とな

る十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。 

その他の記載内容 

その他の記載内容は、この監査報告書の日付以前に当監査法人が入手した決算報告書及びこの監

査報告書の日付より後に当監査法人に提供されることが予定される事業報告書から構成される。経

営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監事の責任は、その他の記
載内容の報告プロセスの整備及び運用における役員（監事を除く。）の職務の執行を監視すること

にある。 

当監査法人の財務諸表等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監

査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。また、表明する予定もない。 

財務諸表等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程におい

て、その他の記載内容と財務諸表等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違が
あるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの

兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、この監査報告書の日付以前に入手したその他の記載内容に対して実施した作業に
基づき、当該その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告すること

が求められている。 

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。 

監査報告書の原本（電子署名が付された電子データ）は本会が別途保管しております。



財務諸表等に対する経営者並びに監事の責任 

経営者の責任は、日本中央競馬会法、日本中央競馬会法施行令、日本中央競馬会法施行規則、日

本中央競馬会定款及び日本中央競馬会の会計に関する規約並びに我が国において一般に公正妥当

と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表等を作成することにある。これには、不正又は誤

謬による重要な虚偽表示のない財務諸表等を作成するために経営者が必要と判断した内部統制を

整備及び運用することが含まれる。 

財務諸表等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表等を作成すること

が適切であるかどうかを評価し、日本中央競馬会法、日本中央競馬会法施行令、日本中央競馬会法

施行規則、日本中央競馬会定款及び日本中央競馬会の会計に関する規約並びに我が国において一般
に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある

場合には当該事項を開示する責任がある。 

監事の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における役員（監事を除く。）の職務の執行を監

視することにある。 

財務諸表等の監査における監査人の責任 

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表等に不正又は誤謬に

よる重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場

から財務諸表等に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可

能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見

込まれる場合に、重要性があると判断される。 

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ

て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。 

・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに

対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、

意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。 

・ 財務諸表等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監

査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関

連する内部統制を検討する。 

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上

の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。 

・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表等を作成することが適切であるかどうか、また、入手し

た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して

重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が

認められる場合は、監査報告書において財務諸表等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要
な不確実性に関する財務諸表等の注記事項が適切でない場合は、財務諸表等に対して除外事項

付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証

拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性

がある。 

・ 財務諸表等の表示及び注記事項が、日本中央競馬会法、日本中央競馬会法施行令、日本中央競馬

会法施行規則、日本中央競馬会定款及び日本中央競馬会の会計に関する規約並びに我が国にお

いて一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかを評価する。 

監査人は、監事に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部

統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項

について報告を行う。 

  

監査報告書の原本（電子署名が付された電子データ）は本会が別途保管しております。



利害関係 

日本中央競馬会と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべ

き利害関係はない。 

以 上 

 

監査報告書の原本（電子署名が付された電子データ）は本会が別途保管しております。
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注記表（一般勘定）  


 


 


 本会の財務諸表等は、競馬法（昭和 23年 7月 13日法律第 158号）、日本中央競


馬会法（昭和 29年 7月 1日法律第 205号）及び日本中央競馬会の会計に関する規


約（平成 19年 8月 31日規約第 3号）に基づいて作成している。 


 


 


（重要な会計方針） 


１．資産の評価基準及び評価方法 


（１）有価証券の評価基準及び評価方法 


  満期保有目的の債券 


   償却原価法（定額法）によっている。 


  関係会社株式 


   移動平均法に基づく原価法によっている。 


  その他有価証券（市場価格のない株式等以外のもの） 


事業年度末日の市場価格等に基づく時価法によっている。（評価差額は全部


純資産直入法によって処理し、売却原価は移動平均法により算定） 


 


（２）棚卸資産の評価基準及び評価方法 


  貯蔵品 


   先入先出法による原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）によって


いる。 


  育成馬 


   個別法による原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）によっている。 


 


２．固定資産の減価償却の方法 


（１）有形固定資産（リース資産を除く） 


   平成 19年 12月 31日以前に取得した資産については法人税法施行令に定め


られた旧定額法（建物附属設備及び機械・装置については旧定率法）、平成 20


年 1 月 1 日から平成 28 年 3 月 31 日までに取得した資産については法人税法


施行令に定められた定額法（建物附属設備及び機械・装置については定率法）、


平成 28年 4月 1日以降に取得した資産については法人税法施行令に定められ


た定額法（機械・装置については定率法）により償却している。 


  耐用年数等については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令に定める基


準に従っている。ただし、当該基準によりがたいものについては、日本中央競


馬会の会計に関する規約の定めによっている。 


  また、馬場施設の部分的取替えに要する費用については、取替えた時の費用


として処理している。 
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（２）無形固定資産 


   定額法により償却している。 


    なお、本会利用のソフトウェアについては、本会における利用可能期間（5


年）に基づく定額法によっている。 


 


（３）リース資産 


    所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産は、リース期間を


耐用年数とし、残存価額を零とする定額法により償却している。 


 


３．引当金の計上基準 


（１）貸倒引当金 


   債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率によ


り、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不


能見込額を計上している。 


 


（２）賞与引当金 


   翌事業年度の役職員等の特別手当の支給に充てるため、当事業年度の支給額


を基礎とした見込額のうち、当事業年度に帰属する額を計上している。 


 


（３）退職給付引当金 


   職員等の将来の退職給付に備えるため、当事業年度末日における退職給付債


務及び年金資産の見込額等に基づき計上している。 


会計基準変更時差異は、15年による按分額を費用処理している。 


過去勤務費用は、その発生時の職員の平均残存勤務期間以内の一定の年数


（15年）による定額法により費用処理している。 


数理計算上の差異は、その発生時の職員の平均残存勤務期間以内の一定の年


数（15年）による定額法により、それぞれ発生時の翌事業年度から費用処理し


ている。 


   


（４）役員退職慰労引当金 


   役員に対する退職慰労金支給に備えるため、規程に基づく期末要支給額を計


上している。 


 


（５）事業構造改善引当金 


   事業構造改善に伴い発生する費用または損失に備えるため、当事業年度末日


における見積額を計上している。 
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（６）特別修繕引当金 


   「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法」によ


って処理することが義務付けられているＰＣＢ廃棄物の処理に備えるため、そ


の処理費用見積額を計上している。 


 


４．収益及び費用の計上基準 


  本会の主要な事業（競馬開催事業）については、勝馬投票券を購入した者が競


走施行により勝馬が決定した後に払戻金等の交付を受けることが可能となるこ


とで履行義務が充足されると判断しており、勝馬投票券収入は施行する競走の勝


馬確定の時点で収益を認識している。 


 


（収益認識に関する注記） 


 「重要な会計方針」の「４．収益及び費用の計上基準」記載のとおり。 


 


（会計上の見積りに関する注記） 


１．退職給付引当金 


（１）当事業年度の財務諸表に計上した金額 


   34,473百万円 


 


（２）識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報 


  ①当事業年度の財務諸表に計上した金額の算出方法 


   当事業年度末における退職給付債務から年金資産を控除して算出している。 


   退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に 


  帰属させる方法については、期間定額基準によっている。 


 


  ②重要な会計上の見積りに用いた主要な仮定 


   退職給付債務の計算において使用する割引率は、安全性の高い債券の利回り 


  を基礎として決定しており、年金資産の長期期待運用収益率は、現在及び予想 


  される年金資産の配分と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来 


  期待される長期収益率を考慮して決定している。 


 


  ③翌事業年度の財務諸表に与える影響 


   会計上の見積りは、過去の実績や他の合理的と考えられる方法により行って 


  いるが、当該見積りには不確実性があるため、実際の結果が見積りと異なった 


  場合、翌事業年度の財務諸表において、退職給付引当金の金額に重要な影響を 


  与える可能性がある。 


 


（貸借対照表に関する注記） 


１．有形固定資産の減価償却累計額 


 852,437百万円（うち減損損失累計額 654百万円） 
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２．関係会社に対する金銭債権・債務 


  短期金銭債権                 61百万円 


  短期金銭債務             3,346百万円 


 


３．金融商品の時価等に関する事項 


（１）金融商品の状況に関する事項 


       本会の資金運用については、日本中央競馬会法に定められており、金融機関


への預金、国債その他農林水産省令で定める有価証券の保有に限定して運用し


ている。なお、上場株式は保有していない。 


 


（２）金融商品の時価等に関する事項 


   令和 5 年 12 月 31 日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額に


ついては、次のとおりである。なお、市場価格のない株式等は、次表には含ま


れていない。 


  （百万円） 


 貸借対照表計上額 時価 差額 


（1）有価証券・投資有価証券 


①満期保有目的の債券 


②その他有価証券 


126,059 


95,258 


30,800 


 125,019 


94,219 


30,800 


△1,040 


△1,040 


－ 


（2）長期性預金 108,000 103,824 △4,176 


 


【注１】金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項 


（１）有価証券及び投資有価証券 


     時価について、債券は取引所の価格によっている。 


（２）長期性預金 


将来キャッシュ・フローを見積もり、満期までの残年数に対応した国債利率


を割引率として用いて割引現在価値法により算定した。（なお、取引相手から


提供された時価評価額は内包されるデリバティブ部分のみであり、算定には用


いていない。） 


 


なお、「現金及び預金」、「国庫納付金未払金」及び「有価証券」のうち譲渡性預


金については、現金及び短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するもの


であることから、注記を省略している。 


 


【注２】市場価格のない株式等は、「（１）有価証券及び投資有価証券」には含まれ


ていない。当該金融商品の貸借対照表計上額は以下のとおり。 


関係会社株式 502百万円 
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【注３】金銭債権及び満期がある有価証券の決算日後の償還予定額 


（百万円） 


 貸借対照表


計上額 


1年以内 1年超 


10年以内 


10年超 


① 譲渡性預金 


② 満期保有目的の債券 


③ その他有価証券 


④ 長期性預金 


255,480 


95,258 


30,800 


108,000 


255,480 


9,999 


－     


－ 


  － 


69,156 


12,212 


27,000 


－ 


16,102 


18,587 


81,000 


 


 


（損益計算書に関する注記） 


１．関係会社との取引高 


  関係会社に対する事業費用額          40,801百万円 


  関係会社との事業損益以外の取引額        1,092百万円 


 


２．減損会計の適用 


（１）当期に減損損失を計上した資産 


用途 種類 場所 減損損失額 


遊休資産 馬場施設等 美浦等 397百万円 


   競馬事業という単一事業を行っている特殊性から、すべての資産が一体とな


ってキャッシュ・フローを生成しているため、全体を一つの資産グループとし


ている。ただし、そのうち遊休状態となっている資産は、独立した個別の資産


グループとして取り扱っている。 


 


（２）減損損失の認識に至った経緯 


   遊休状態となっている資産は、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減


少額を特別損失に計上している。 


 


（３）回収可能価額の算定方法 


  土地 


固定資産税評価額等に基づき算定した正味売却価額をもって、回収可能価


額としている。 


 


その他の資産 


回収可能性が認められないため、備忘価額としている。 
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注記表（特別振興資金勘定） 


 


 


 本会の財務諸表等は、競馬法（昭和 23年 7月 13日法律第 158号）、日本中央


競馬会法（昭和 29年 7月 1日法律第 205号）及び日本中央競馬会の会計に関す


る規約（平成 19年 8月 31日規約第 3号）に基づいて作成している。 


 


（重要な会計方針）  


１．資産の評価基準及び評価方法 


（１）有価証券の評価基準及び評価方法 


  その他有価証券（市場価格のない株式等以外のもの） 


事業年度末日の市場価格等に基づく時価法によっている。 


 


（２）棚卸資産の評価基準及び評価方法 


  貯蔵品 


   先入先出法による原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）によっ


ている。 


 


２．固定資産の減価償却の方法 


（１）有形固定資産 


平成 19年 12月 31日以前に取得した資産については法人税法施行令に定


められた旧定額法（建物附属設備及び機械・装置については旧定率法）、平


成 20年 1月 1日から平成 28年 3月 31日に取得した資産については法人税


法施行令に定められた定額法（建物附属設備及び機械・装置については定率


法）、平成 28 年 4 月 1 日以降に取得した資産については法人税法施行令に


定められた定額法（機械・装置については定率法）により償却している。 


耐用年数等については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令に定め


る基準に従っている。ただし、当該基準によりがたいものについては、日本


中央競馬会の会計に関する規約の定めによっている。 


 


（２）無形固定資産 


   定額法により償却している。 


なお、本会利用のソフトウェアについては、本会における利用可能期間（5


年）に基づく定額法によっている。 


 


３．収益及び費用の計上基準 


  特別振興資金勘定における主な収益は、競馬振興事業及び畜産振興事業に


対する助成金の返還であり、返還金を収納した時点で収益を認識している。 
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（収益認識に関する注記） 


 「重要な会計方針」の「３．収益及び費用の計上基準」記載のとおり。 


 


 


（会計上の見積りに関する注記） 


  該当事項はない。 


 


 


（貸借対照表に関する注記） 


１．有形固定資産の減価償却累計額 


11,390百万円 


 


２．関係会社に対する金銭債権・債務 


  短期金銭債務             81百万円 


   


 


３．金融商品の時価等に関する事項 


（１）金融商品の状況に関する事項 


       本会の資金運用にあたっては、日本中央競馬会法に定められており、金


融機関への預金、国債その他農林水産省令で定める有価証券に限定して運


用している。なお、上場株式は保有していない。 


 


（２）金融商品の時価等に関する事項 


令和 5 年 12 月 31 日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額


については、「現金及び預金」、「有価証券（譲渡性預金）」及び「未払金」は


現金及び短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであるこ


とから、注記を省略している。 


 


 


（損益計算書に関する注記） 


１．関係会社との取引高 


  関係会社に対する事業費用額         426百万円 
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